いきいき農村基盤整備事業補助金交付要綱　一部改正対照表

	改正前
	改正後

	いきいき農村基盤整備事業補助金交付要綱
第１～第９　［略］
別表第１（第２関係）
区分
経費
補助額
１
　事業実施主体が補助事業のうち次に掲げる事業を行う場合に要する経費
(１)～(10)　 　 ［略］
［略］
２
事業実施主体が補助事業のうち次に掲げる事業を行う場合に要する経費
(11)　 ［略］ 
(12)　 ［略］ 
(13)　 ［略］
［略］
３
事業実施主体が補助事業のうち次に掲げる事業を行う場合に要する経費
(14)　 ［略］
(15)　 ［略］
(16)　 ［略］
(17)　 ［略］ 
(18)　 ［略］ 
(19)　 ［略］ 
［略］
別表第２（第９関係）　［略］
	いきいき農村基盤整備事業補助金交付要綱
第１～第９　［略］
別表第１（第２関係）
区分
経費
補助額
１
　事業実施主体が補助事業のうち次に掲げる事業を行う場合に要する経費
(１)～(10)　 　 ［略］
(11)　更新整備
　
［略］
２
事業実施主体が補助事業のうち次に掲げる事業を行う場合に要する経費
(12)　 ［略］
(13)　 ［略］
(14)　 ［略］
［略］
３
事業実施主体が補助事業のうち次に掲げる事業を行う場合に要する経費
(15)　 ［略］
(16)　 ［略］ 
(17)　区画整理
(18)　農用地の保全
(19)　 ［略］ 
(20)　 ［略］ 
(21)　 ［略］ 
(22)　 ［略］
［略］
別表第２（第９関係）　［略］

	備考　改正部分は、下線の部分である。


　附　則
　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
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